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１ はじめに

本市議会では、平成２４年に、豊かな市民生活の実現と市勢の発展に寄与することを目的とし

て、廿日市市議会基本条例を制定して以降、議会運営委員会が中心となって、議会の活性化及び

議会改革の取組を積極的に進めてきたところである。

議員定数は、議会制度の根幹をなすものであり、議会基本条例第２０条第１項では、議員定数

は、議会の活動原則を実践し、多様で充実した審議ができる数としている。

地方公共団体を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少による影

響で、今後、経済規模の縮小による経営資源の制約が予想されることから、将来にわたって行政

サービスの水準を維持、向上させていくとともに、多様化、複雑化する地域課題に的確に対応す

るため、行政の生産性を高めることがより一層求められている。

そのため、住民の多様な意見を反映しながら合意形成を行う場である議会は、これまで以上に

重要な役割を果たす必要がある。

こうした中、本市議会では、令和３年３月の市議会議員選挙を経て、同年６月の議会運営委員

会において、議員定数の見直しを検討するための特別委員会を設置し、令和７年３月に予定され

る次回選挙に向けて、早急にしっかりと議論すべきであるとの決定がなされた。

これを受け、本市議会では、令和３年６月定例会で、住民にとって納得感のある合意形成に必

要となる適正な議員定数の調査を行うため、１０人の委員をもって議員定数調査特別委員会が

設置された。

本特別委員会では、約２年にわたり、市民のニーズや類似市との比較分析について調査を行

うとともに、学識のある方から、適宜、専門的な助言をいただきながら、活発な議論を交わして

鋭意慎重に協議を行ってきた。

今般、その調査結果がまとまったことから、本報告に至ったものである。
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２ 議員定数調査特別委員会の設置

●目的

住民ニーズや地域課題が多様化、複雑化し、人口減少社会の進展により、今後、地域資源が

より一層制約されることが見込まれている中で、納得感のある合意形成に必要となる適正な議

員定数の調査を行う。

●特別委員会の構成（定数 10 人）

委 員 長 徳原光治

副委員長 隅田仁美

委 員 坂本和博、梅田洋一、吉屋智晴、山口三成、中島康二、

荻村文規（R4.9.14 議員辞職）、栗栖俊泰、岡本敏博

●設置期間

令和３年６月２９日から議決まで

●根拠規程

廿日市市議会委員会条例（昭和 63 条例第 3 号）第７条第１項
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３ 調査結果

●議員定数の結論

議員定数は、次の一般選挙から 27 人とする。

●理由

市民アンケートの結果では、市民が求める議会改革に関する意見で、最も多かったのは、行

政運営のチェック機能の強化、2 番目は市民との意見交換や意向調査、議員定数は３番目であ

った。議員定数に関しては、改革を求める一定の市民ニーズがあった一方で、自分の意見や声

を議会に反映してほしいというニーズも多かった。

このことから、多様な層の市民の意見を集約し、納得感のある合意形成を進めるためには、

多様な人材が参画できる議会運営の仕組みを整えるべきであり、また、全国の類似市との比較

分析調査では、本市の議員定数の推計値は概ね 27 人であったが、これは、人口、面積、学校

数など議員定数と関連性のある複数のデータを用いて分析した結果であることから、調査結果

の妥当性も高く考慮すべきと考える。

なお、議員定数を検討する上で、市民ニーズや地域課題が多様化・複雑化していることから

も、議会力の維持や多様性のバランスを十分に図っていく必要がある。

これまで、既に、令和３年の議会運営委員会において、議案等の実質的な審議を行っている

常任委員会については、委員会の数は３常任以下、委員会の定数は８人以上ということが既に

決定されている。

これらを念頭に協議した結果、委員会の数は３常任、委員会の定数は基本を９人とすること

で、一人の議員が関わることのできる議案等を増やすことができるとともに、より多様で専門

性をもった審議を行うことができると考える。

今後、議員一人ひとりが、不断の努力を怠らず、廿日市市議会が一体となって議会改革を確

実に具現化するための仕組みをさらに構築し、議会活動をより充実させていくことを前提とし

て、議員定数は、現行の２８人から１人削減した 27 人が適正であるとの調査結果とする。

●経過概要

本特別委員会は、設置以降、令和５年４月２６日までの間、合計２５回にわたり委員会を開

催して、調査検討を行った。

調査に当たっては、廿日市市議会基本条例（平成 24 年条例第 24 号（以下「議会基本条例」

という。）の考え方を基本とし、市民の意見及び類似市の状況等も考慮しながら、議員定数につ

いて鋭意慎重に調査を行ってきた。

本特別委員会においては、当初、委員間の主張がそれぞれ異なっていたが、協議を重ねるこ

とで全会一致の結論を見出すことができたため、これを本特別委員会の調査結果とすることに

決した。
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４ 調査の概要

●基本的な考え方

議会制度の根幹をなす議員定数は、廿日市市議会の最高規範である廿日市市議会基本条例を

尊重し、同条例第 20 条第１項に定める「議会の活動原則を実践し、多様で充実した審議がで

きる数」を調査する。

また、議会基本条例第２０条第２項に定める「人口、類似市の状況並びに市政の状況及び将

来展望」を考慮する。

＜ 議会基本条例 ＞

議会の活動原則が実践できる数（§20Ⅰ・後文）

議会の活動原則（§3）

多様で充実した審議ができる数（§20Ⅰ・前文）

人口、類似市の状況、市政の状況・将来展望を考慮（§20Ⅱ）

第 1 号
公平性、公正性及び
透明性を確保する
ことにより、市民に
信頼される議会を
目指すこと。

第 2 号
市民の多様な意見
をもとに政策立案
及び政策提案の強
化に努めること

第 3 号
情報公開に取り組
むとともに市民に
対して説明責任を
果たすこと。

第４号
市長等執行機関（以
下「市長等」とい
う。）を監視し、評価
すること。

議

৩



ਯ
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●Process

R3.6～ R4.4～ R5.1～ R5.6

▶ ◀▶ ◀▶ ▶

基本的な進め方の
討議

住民にとって納得感
のある合意形成に必
要となる適正な議員
定数の調査

調査内容の共有 多様で充実した
審議ができる数
の協議

・調査期間決定
・中間報告実施決定
・小委員会設置
・研修会実施

・市民の意見聴取
・類似市との比較
・専門家による助言

・中間報告の実施
・議会報告会の実施
・議員研修会の実施

（調査報告）
・議員アンケートの

実施
・会派意見の聴取

・１常任委員会の数
（委員会の活性化）

・議会の活動原則が
実践できる数

・人口、類似市等を
考慮した数

02
調査 結論03

共有

01
進め方
の討議

04
協議
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●Digest

Step01

▶基本的な進め方を決定

・調査期間は、令和５年６月までの２年とする。

・調査開始から概ね１年後の令和４年９月定例会で、中間報告を行う。

・具体的な調査は、広く市民の意見や声を聴き調査・分析する作業部会Ａと類似する自治

体を調査・分析する作業部会Ｂの２つの小委員会で行う。

▶研修会の実施

・調査・研究の参考とするため、リモートによる研修会を実施した。

▶調査方法を決定

・市民の多様な声を聴くため、意見交換会及び市民アンケート調査を実施する。

・類似市等との比較検討を行うため、重回帰分析を実施する。

・大学教授等の専門家に助言を依頼する。

日時：R3.11. 8（月） 10:00～11:30

講師：関東学院大学 法学部 地域創生学科

准教授 牧瀬 稔 氏

演題：「人口減少社会における議会のあり方

について」

日時：R3.11.19（月）10:00～11:30

講師：日本大学 法学部 公共政策学科

准教授 林 紀行 氏

演題：「人口縮小社会における議会のあり方

：議員定数と議会の活性化」

進め方の討議

研修Ⅰ

研修Ⅱ研

研
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Step02

▶市民の多様な意見を聴く

・広く市民の意見を聴くため、議員自らが地域に出向いて、経済団体、自治会、学校な

ど各種団体との意見交換を行った。

意見交換会での市民の意見及び専門家の助言を参考に、アンケート調査の設問を設定
例）問４あなたは、議会や議員を身近に感じていますか？

・さらに広く市民の意見を聴き、議会や議員の問題点や課題を洗い出すため、議会に関

する市民アンケート調査を実施した。

Point

・若年世代からの意見も多く集めるため、紙のほか、スマートフォンなどウェブ

でも回答ができるよう調査票にＵＲＬとＱＲコードを掲載

・本議会の活動を知ってもらうため、アンケート調査票とは別に、議会の概要を

まとめた資料を同封

開催期間：R4.4.5（火）～R4.7.19（火）

開催回数：全 18 回（18 団体）

参加者数：延べ 204 名

参加議員：延べ 72 名

調査期間：R4.9.12（金）～R4.9.30（金）

調査対象：18 歳以上の市民 2,500 人

（無作為抽出）

回収結果：回収 822 件（回収率 32.9％）

郵送 649 件

Web 173 件

各種団体との意見交換
＜主な意見＞

・議会の存在が遠い

・議会や議員活動が

不透明

・情報発信力が不足

・若者世代が政治・選挙へ無関心

・意見・相談先が不明 など

R4.4.5 商工会議所青年部

との意見交換会の様子

聴

専門家助言（第２回）

市民アンケート調査

調査

＜議会はどの様な改革に取り組むべきか Top5 ＞

行政運営の 37.1%
チェック機能

市民との意見交換 32.4%
や意向調査

議員定数 29.0%

政策提言機能 24.0%

議員報酬 23.6%  

調
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▶市民アンケート等の結果を踏まえて議会活動の問題や課題を整理

・市民アンケート調査等の結果をもとに、議会のあるべき姿と現状との問題や課題を整

理し、議会の活動原則実践検討シートとしてまとめた。

・この委員会では、検討シートに落とし込んだ内容を、議会が取り組むべき今後の重要

課題として位置づけ、定数の根拠の１つとしていくこととする。

議会の活動原則実践検討シート

＜手順＞

① 議会の活動原則（議会基本条例第 3 条）ごとに議会の「あるべき姿」を設定

② 市民アンケートこれまでの取組・市民意見等から、「現在の姿」を書き出す

③ 「あるべき姿」と「現在の姿」との「問題（ギャップ）」を洗い出す

④ 問題を認識し、「課題（アクション）」への落とし込み、必要な活動内容や活動量を整理

▶人口、類似市、市政の状況・将来展望を考慮

・全国の自治体から人口や人口推計を基に類似市を選定し、比較研究を行った。

・具体的には、人口、面積、職員数、産業、教育などの様々な要因の中から、どの要因

が議員定数に強く影響を与えているかを重回帰分析により調査し、議員定数の推計を

求めた。

あるべき姿／理想の状態（ＴｏＢｅ） 活動原則●（3 条●号） ・・・・

現在の姿／現状（ＡｓＩｓ）

現状(ＡｓＩｓ) 理想(ＴｏＢｅ)

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

問題（Ｇap） 課題（Action）

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

◎・・・・

調査期間：R4.5.18（水）～R4.8.24（火）

調査回数：全５回

※専門家による支援を受けた回数

調査結果：本市の人口や将来推計人口の増減率

を踏まえて４パターンの類似団体を

設定し、それぞれ推計値を導出

ケース１
人口 9.5～12.5 万人 26.79

人
ケース２

人口 9.5～13 万人
人口増減△40％未満

27.05
人

ケース３
人口 8～14 万人
人口増減△18～+２％

27.43
人

ケース４
本市人口を中心に±50団体
人口増減△25％未満

27.43
人

重回帰分析（類似市との比較）比

課題（Action）問題
（Ｇap） 問題に対して

取り組むべき
行動内容
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▶専門家による助言

・より充実した議論となるよう、地方議会に精通し、議会活動の評価等の分野で高い見

識を持つ専門家の方から適宜、助言をいただきながら調査を進めた。

▶調査結果から議員定数の導き方を決定

・充実した審議、合理的な決を採ることを考えたときに議論しやすい人数は何人なのか

・市民が求めている、政策立案・政策提言、執行機関の監視・評価については、民意を

どのように汲み取り、そして、どのように政策立案し、監視評価するのか。

・重回帰分析による人数は何人が適正なのか。

＝

助 言 者：日本大学 教授 林 紀行 氏

助言回数：全５回（R4.5.20～R4.12.13）

Ⅰ 議員定数の考え方について

Ⅱ 市民アンケート調査の設問について

Ⅲ 結果を踏まえた検討の進め方について

Ⅳ 結果から見えてきた課題について

Ⅴ 議員定数の考え方について

※第５回は全議員対象の研修会として実施

＜助言の要点＞

◎議員定数に正解はないが、算術的計算で

定数を導き出すことは合理的ではない。

◎議会に対する信頼があれば、定数は何人

でもよいというのが市民の意見である。

◎議員定数は単独の変数ではない。議員報

酬、議会の権限、議会改革、委員会の活

動等を総合的に検討すべきである。

◎廿日市市議会の理想モデルを確立すべき

である。

助 専門家の助言

議員定数 議会の活動原則を実践し、多様で充実した審議ができる数

廿日市市議会の理想モデル そのためには（検討事項）

ü充実した審議／合理的な採決

●委員会の活性化
定数の根拠

➊1 常任委員会

あたりは？人・議論しやすい人数は…

●市民から求められていること

ü政策立案・政策提言及び行政運

営のチェック機能の強化

ü市民との情報共有／説明責任

ü市民との対話／声を議会に反映

ü後継者の育成

・実施方法や仕組みは…

・市民が情報へアクセスしやすい
方法は…

・民意を汲み取る方法は…

・担い手を育成する方法は…

➋左の取組を

行うには？人

(増・維持・減)

➌重回帰分析は

？人

◎意見交換会 ◎市民アンケート ◎重回帰分析 ◎専門家助言 ◎議員アンケート

市議会が住民にとって納得感のある合意形成を進めるため必要となる適正な議員定数の調査

議 員 定 数 調 査 特 別 委 員 会 設 置
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Step03

▶中間報告

［本会議］

令和４年９月定例会において、議員定数調査特別委員長が、本特別委員会における調査

研究の経過及び状況等についての中間報告を実施

［議会報告会］

令和４年１１月開催の議会報告会において、市内６会場で中間報告を実施

［議会広報さくら］

さくら No.74（R4.8.1 発行）に経過報告、及び No.76（R5.2.1 発行）に市民アンケー

ト調査結果（抜粋）を掲載

▶議員研修

市民アンケートや重回帰分析の調査結果を全議員と共有するため、研修会を実施した。

▶議員アンケート調査

本特別委員会の検討の参考とするため、個々の議員の議員定数に関する考えを把握する

議員アンケート調査を実施した。

実 施 日：R4.12.13

内 容：① 市民アンケート調査結果説明
（作業部会 A）

② 重回帰分析調査結果説明
（作業部会 B）

③ 専門家による助言（第５回）

（助言者：日本大学林教授）

調査期間：R4.12.13～R4.12.28

調査対象：全議員 27 名

調査内容：議員定数の方向性（増・維持・減）とその理由

 

共有

研 議員研修会

議員アンケート調
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Step04

▶協議・論点

・各作業部会での調査結果に基づき、具体的な人数を導き出すための協議を行った。

・主な論点は、次の３つとし、これらを総合的に勘案して定数の結論を出す。

・協議結果は、随時、会派で共有し、委員外議員の意見も把握しながら進めた。

＜主な論点＞

ⅰ 議会基本条例に定める議会の活動原則を実践するために必要な人数

ⅱ 多様で充実した審議を行うために必要な１常任委員会あたりの人数

× ＝

８～９人 ３ ？人

ⅲ 人口、類似市の状況、市政の状況・将来展望を考慮した人数（重回帰分析）

活動内容
＆

活動量

≒

※重回帰分析・・・目的変数（結果を示す数値）と説明変数（要因になる数値）の
関係を明らかにする統計手法

議員定数

廿日市市類似市

影響を受ける数値
議員定数【目的変数】

議員報酬

事業所数

就業者数

耕地面積

その他要因

非影響

議員割人口

可住地面積人口密度

職員数

高等学校数

影響を与える数値
【説明変数】

協議

議員定数

常任委員会の数
住民の意見が反映できる
合理的で議論しやすい数

影響

その他変数ｘ
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＜各作業部会の調査結果を踏まえての協議～結論までの流れ～＞

R5.2.6 R5.2.20 R5.3.9

特

別

委

員

会

➊各意見 ●各委員の意見交換

Ø１常任委員会の人数

Ø議会の活動内容・量

Ø重回帰分析の人数

●方向性の協議

Ø定数維持 or 減

●各会派の意見交換

Ø１常任委員会の人数

Ø議会の活動内容・量

Ø重回帰分析の人数

●方向性の決定

Ø定数減

●各会派の意見交換

Ø１常任委員会の人数

Ø定数の人数

●人数と理由の協議

Ø定数 27 人、多様性

➋活動原則

実践検討

シート

○実践検討シートの整理

今後取り組むべき

課題として位置づけ

●実践検討シートの確認

▼ ▼ ▼

➌最終報告 ○報告書素案の調製 ●報告書素案の確認 ●付帯意見の協議

●報告書素案の協議

▼ ▼ ▼

会

派

①各意見

②実践検討

シート

・委員会協議内容の共有

・方向性等の意見聴取

・委員会協議内容の共有

・方向性等の意見聴取

・委員会協議内容の共有

特

別

委

員

会

① 定数は、削減の方向とする。

② １常任委員会あたりの人数は、９人とする。（議長を含む。）

③ 定数全体の人数は、27 人とする。各会派の意見交換

方向性の協議 方向性の決定 人数の決定

３月９日の最終結論
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５ 調査の過程及び結果のまとめ

各委員が議員定数の具体的な数に言及した初回の協議では、27 人（委員会に議長を含めない

のであれば 28 人※）、27 人、26 人、25 人の４つの意見に分かれた。

定数の根拠として、１常任委員会あたりの人数、市議会の活動原則が実践できる人数として、

今後の議会の活動内容及び活動量を見据えた方向性（定数の増・維持・減）、重回帰分析の結果

に基づく人数に関する意見の交換を行った。

●各委員の意見

＜総合判断＞

●27 人（28 人※）の意見

・委員会に議長を含めるのであれば 27 人、含めないのであれば 28 人と考える。

・仮に重回帰分析の結果に基づく人数であれば、どのような活動ができるかという視点で考え、総

合判断の結果を常任委員会の数や人数にフィードバックさせた。

●27 人の意見

・意見交換会やアンケートでの市民の意見として、削減を求めるものは思いのほか少なかった。し

かし、議会はどのような改革に取り組むべきかという問いに対し、「議員定数」は３番目（約３割）

であったことから１人減の 27 人が妥当と考える。

・議会の活性化と議員と市民とのギャップを埋めるため情報の共有化をしっかり進めていけば、現

状の実人数 27 人（欠員 1 人）で良い。

・市域が広く地元選出の議員が必要だという市民の意見も多いこと、他市と比べて良い意味で新人

議員の立候補が多いことから、定数はあまり減らさないほうが良い。

・市民との意見交換やアンケートにあるように、議員や議会のあるべき姿に力を入れて、市民から

身近で議会の見える化に取り組むことが重要だと思うので 27 人が良い。

・議会の課題を洗い出し、次の 4 年に向けて取り組んでいくことが大事である。削減した経費は議

会の活動を高めるためのものに充当することを考える必要があるのではないか。

●26 人の意見

・定数が 32 人の時代から 26 人を主張している。多くの予算をかけて議論してきた特別委員会の

結論が現状維持では、市民の理解が得られないと考える。

方向性の協議（R5.2.6）

総合判断

根 拠Ⅰ
１常任委員会
あたりの人数

根 拠Ⅱ
議会の活動原則が
実践できる人数

（方向性）

根 拠Ⅲ
重回帰分析の結果

に基づく人数

27 人(28 人※) ９人 定数減(維持※) 27 人

27 人 ９人 定数減 27 人

26 人 ８～９人 〃 26 人

25 人 ８人 〃 27 人

01
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●25 人の意見

・議会運営の効率化については、議会の中だけの活動であれば仕組みを整えれば、25 人でも十分に

やっていけるのではないか。

・例えば、FM はつかいちを活用した情報発信や委員会の中継実施を行おうとすると予算が要る。

削減経費をこれらに充てるなど全ての状況を勘案し 25 人が良いと考える。

＜根拠の意見＞

Ⅰ １常任委員会あたりの人数

●９人の意見

・委員が 9 人であれば、委員長を除く 4 人ずつの２チームをつくることができ、３常任だと６チ

ームができる。そうすれば、もっと幅広く、かつ、わかりやすい活動が行えるのではないか。

・既に常任委員会の数を減らすことが決まっており、それぞれの持ち分が増えることになるが、

現行の 7 人から、１人増やすだけの８人で良いのだろうか。委員会の活性化や多様な専門的視

点で審議するということを考えると 9 人が良いのではないか。

●８人の意見

・委員長を除く奇数であれば、採決の際に可否同数にならないので良いのではないか。

●その他・議長の扱いに関する意見

・常任委員会に議長を含むのか含まないのかも、大事な論点の１つではないか。

・常任委員会によって、人数が異なっても良いのではないか。

・議員は、必ずどこかの委員会に属さなければないというのが大原則であり、議長を除くという

ことは、１議員としての発言機会や権限を奪うことになるのではないか。

Ⅱ 議会の活動原則が実践できる人数（方向性）

●定数維持の意見

・議長は、議長職務を担いながら、他の委員と同様に活動できるのだろうか。委員会の実活動に

議長を含めるのであれば 27 人、含めないのであれば 28 人と考える。

●定数減の意見

・実際に、前期も今期も１人欠員の 27 人で活動している期間が長い。現状維持の意味合いも含

めて 27 人と考える。

・議員は地域代表ではないが、島しょ部や中山間地域では色々な課題を抱え、市民の要望もかな

りあると思うので、極端に減らすのはどうなのか。

・委員会がきちんと機能する仕組みをつくれば、削減しても活動できるのではないか。

Ⅲ 重回帰分析の結果に基づく人数

●27 人の意見

・ケース３の推計値が妥当である。・ケース 1～4 の推計値を総合的に判断した。

・上記に加え、H27 年のモデル式による推計値も参考に判断した。

●26 人の意見

・分析結果は 27 人だが、類似団体は 24 人が最も多く、市民の理解を得るためには、削減の努力

の姿勢を示すべきである。
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前回の委員会（R5.2.6）の内容を踏まえ、会派内で委員外議員を含む意見のとりまとめを行

った結果、主に 28 人、27 人、26 人、25 人、24 人の５つの意見に分かれた。

前回に引き続き、定数の根拠として、１常任委員会あたりの人数、市議会の活動原則が実践

できる人数、重回帰分析の結果に基づく人数に関する意見の交換を行った。

なお、会派によっては、意見が分かれていたり、本特別委員会の調査結果を尊重するとした

意見もあった。

●各会派の主な意見

＜定数人数＞

●28 人の意見

・市民アンケートや議会報告会では、議員定数減を望む意見はごく僅かかであり、多くは定数減を

考えるのではなく、議員が市民のために働いてくれればよいという主旨のものであった。

・議会において、少数精鋭という考え方はできない。多様な考え方が集まる場、市民の代表として、

行政のチェック機能を果たし、活動できる議会であるためには定数増も必要であるが、現状では

維持とする。

・市民の多様な意見を市政に届けるためには、現行の定数では少ないが、今は定数増ということに

市民の理解が得られないと考えられるため現状維持とする。

●27 人の意見

・前回（H27）の議員定数の協議では、重回帰分析を重視して 26 人とした。今回も重回帰分析を

重視し 27 人とする。

・重回帰分析結果や市民アンケート、意見交換会などの市民の声からも、定数を減らせと言う意見

は思いのほか少なかったが、議会がどのような改革に取り組むべきかとの市民アンケートでの問

いに対し「議員定数」は３番目に多かった。

・現在も、以前も欠員１人の 27 人で議会活動を行っている。全議員で取り組めば、活動量が増え

ても 27 人で活動が可能と考える。

・少しでも費用を削減して活動量と活動内容を充実させる事と、削減した費用で会議以外の会議中

継や録画中継、ＤＸを活用した体制づくりを構築すべきである。「ＦＭはつかいち」で議会の定期

方向性の決定（R5.2.20）

定数人数

根 拠Ⅰ
１常任委員会
あたりの人数

議長含む

根 拠Ⅱ
議会の活動原則が
実践できる人数

（方向性）

根 拠Ⅲ
重回帰分析の結果

に基づく人数

28 人 10、９、９人 ○

９、９、９人 ×

定数維持

〃

27 人＋α

27 人

27 人 ９、９、９人 ○ 定数減 27 人

26 人 ９、９、８人 ○ 〃 26 人

25 人 ９、８、８人 ○ 〃 27 人

24 人 ８、８、８人 ○ 〃 27 人

02



- 16 -

的な番組をもつ事や、市民との意見交換を増やし市民に身近な議会にすべきである。

●26 人、25 人、24 人の意見

・根拠Ⅰ～Ⅲの意見を踏まえた総合判断及び前回の意見と同じ。

●今後の議会活動に関する意見

・議会の活動量を増やすため、定数調査特別委員会廃止後、特別委員会の設置を検討すべきであ

る。課題を把握し、解決を図らないのであれば、定数だけの議論をしても意味がないと考える。

・議会基本条例を再度検証し、現廿日市市議会が議会基本条例の活動内容・活動量がしっかりでき

ているかを議論すべきである。

◎R5.2.20 の結論と論点

●結論

① 定数は、削減の方向とする。

② 常任委員会は３常任とし、１常任委員会あたりの人数は、８～９人とする。

なお、従来どおり、常任委員会には議長を含むものとする。

③ 定数全体の人数は、27 人以下とする。

●論点

定数減について

▷論点Ⅰ 「定数を減らしても、活動を増やす」という矛盾をどう説明するのか。（ギャップをど

う埋めるのか。）

▷論点Ⅱ 市民アンケート問 13（議員に求めるもの）では、「地域のことを考えた取組」が１

位（約６割）である。人口が少ない地域では、定数減により地元議員がいなくなるこ

とを懸念している住民も少なくないが、このことをどう考えるのか。

▷論点Ⅲ 定数減は、若者や女性の立候補を阻害することにならないか。

定数維持について

▷論点Ⅰ 市民アンケート問 14（市民が求める議会改革）では、「議員定数」は１位ではなか

ったが、３位（約 3 割）であった。このこと をどう考えるのか。

▷論点Ⅱ 重回帰分析の結果が概ね２７人であることをどのように考慮するのか。

常任委員会の基本人数（８人 or９人）について

▷共通意見 委員会の中に２つの小委員会を作れば、より充実した委員会活動が行えるのではな

いか。

▷論点 合理的な決を採れる人数は何人なのか。
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前回の委員会（R5.2.20）の内容を踏まえ、会派内で委員外議員を含む意見のとりまとめを

再度行った結果、28 人、27 人、26 人、25 人の４つの意見に分かれた。

改めて、定数の方向性、委員会の基本人数、定数全体の人数について意見交換を行った。

●各会派の主な意見

＜方向性＞

●定数維持の意見

・多様な市民意見を代表するためには、削減すべきではない。

・定数減はチェック機能の低下にもつながる。

●定数削の意見

・市民アンケート結果では、議会に市民意向を反映させて欲しい、議会や議員が身近ではないとの

意見が多く、広報広聴をはじめとし、今後、議会の活動量の増加は必至である。一方で、定数削

減を求める意見も一定数あり、また類似他市町との比較(重回帰分析)では本市定数は 27 人が概

ね妥当との結果も得たため、議会の更なる効率運営などにより議会としての活動量増加を実現し

つつ定数は削減すべきと考える。

≪結論≫

・現状維持を主張する委員外議員もいるが、この委員会では、前回に引き続き、９人の委員の全員

が定数減の意見ため、委員会としては改めて全会一致で定数減とすることに決定した。

＜委員会の基本人数＞

●９人の意見

・平成 29 年に委員定数を 10 人から７人とし、より効果的な議論ができるよう人数になったが、一

方で、欠員が生じ、賛否が割れた場合には人数が少なすぎることや、委員会の細分化により、議

員一人あたりが直接審議できる議案数が減った弊害も感じられる。このため、現行の７人より多

く、10 人より少ない人数で、かつ、今後の委員会ごとに政策立案を実現させるためには、より多

い人数が望ましいことを考慮しすると９人が適正である。

・会派、地域、年代、性別等のバランス、そして、審議における専門的視点を考慮すると、８人よ

りは９人のほうが、多様性があり合理的な審議や採決ができる。

・委員が８人の場合、欠員が生じて７人になったときに、十分な審議ができないのではないか。

人数の決定（R5.3.9）

方向性 定数
１常任委員会あたりの人数

基本人数 内訳（議長含む）

現状維持 28 人 ９人 10、９、９人

定数削 27 人 ９人 ９、９、９人

定数削 26 人 ９人 ９、９、８人

定数削 25 人 ８人 ９、８、８人

03
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●８人の意見

・１委員会あたり９人でないと十分な審議ができなりとの理由づけが不十分である。

・８人であれは、採決の際に、可否同数による委員長裁決が回避できる。

・４常任から３常任になるが、仮に１人欠員となっても、現行と同じ７人がいるため、これまでと

変わらない活動はできる。

≪結論≫

・常任委員会の数を減らすことで、１常任あたりの所管事務が増えること、委員会で多様性に富ん

だ審議ができること等を総合的に勘案すると８人よりは、９人が適正であるとし、この委員会と

しては、全会一致で１常任委員会あたりの基本人数は９人とすることを決定した。

＜定数人数＞

●27 人の意見

・現在の議員バランスに限っての話にはなるが、地域代表の側面も考慮すると、地域バランスの均

衡も図られている。

・現在、実人数は２７人であり、定数を２７人にしても実質的には現状維持と変わらない。

・重回帰分析の結果の数値も２７人で妥当である。

・定数を偶数にすると採決で可否同数にならないということはあるが、奇数にすると議長の議員と

して採決の権限を奪うことになるという考え方もあり、どちらにも良い面、悪い面がある。

●26 人の意見

・大幅な削減でなければ、議会全体の活動量を増やしていくことは可能と考える。

・議員定数と議員報酬は、本来、別に議論すべきものであることは承知しているが、本市は広島市

と比べて議員報酬が低く、現役世代の立候補を阻害する要因になることが懸念される。

●25 人の意見

・27 人でないと十分な審議や対応ができないとの理由付けが不十分である。

・今後、しっかりと議会で活動していくのであれば、数にこだわるものではない。

●共通意見

・意見交換や市民アンケート結果では、定数減を評価する市民の声は少数であったため、大幅な削

減はすべきではない。

・議会改革や活動を充実させる必要があり、そのための体制整備が重要である。

・定数減により削減した経費は、今後の議会を高めるための活動に充当すべきである。

・定数を削減したことで議会力が低下しないよう、議会の活性化と市民との情報共有を推進すべき

である。

・若者世代等が立候補しやすい環境を整備すべきである。

≪結論≫

・この委員会としては、全会一致で議員定数は、次の一般選挙から 27 人とすることを決定した。

◎R5.3.９の結論

●最終結論 全会一致

① 定数は、削減の方向とする。

② １常任委員会あたりの人数は、９人とする。（議長を含む。）

③ 定数全体の人数は、27 人とする。
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前回の委員会（R5.3.9）で決定した最終結論に基づき、最終報告について調整を行うととも

に、廿日市市議会議員定数条例の一部改正案について協議した。

●最終報告書案

・「P１はじめに」、「P３調査結果」及び「P35 まとめ」の内容を中心に、これまで本委員会が実施

した調査・検討の内容及び結論に至った経緯並びに今後の議会や議員に対する思いが分かりやす

く伝わる文章となるよう全委員で協議した。

・これらの表現方法については、委員会の協議結果を踏まえて、正・副委員長が最終調整案を作成

し、全委員で確認することとした。

●付帯意見案

・本委員会の設置目的は、「納得感のある合意形成に必要となる適正な議員数を調査すること」であ

り、議員定数を次期一般選挙から 27 人とすることで当初の目的は達成したが、この２年間の調

査・検討の中で、今後の議会や議員のあり方について全委員で共有した意見を公表すべきとの意

見があった。

・最終報告書とともに議長に手交する文書「議員定数調査特別委員会の調査結果について（報告）」

に付帯意見として次の(1)～(3)の項目を付記することにより、本委員会の意見を議長に伝え、議

会運営を所管する議会運営委員会において、今後、議会基本条例の見直しや新たな仕組みの構築

等を検討する際の参考としてもらうこととした。

(1) 議会改革のより一層の推進について

(2) 多様な人材が参画できる環境の整備について

(3) 議会基本条例に基づく議会活動の定期的な検証について

・最終報告書等本委員会の資料は、本会議での最終報告終了後、議会ホームページで公表するとと

もに、議会広報「さくら」にも掲載する。

●議会議員定数条例の一部を改正する条例案について

・提案理由について意見交換を行い、原案どおりで了承された。

・令和５年６月定例会初日における議事日程の最後に、本会議場で委員会最終報告を行った後、議

会議員定数条例の一部を改正する条例を提案することとした。

・議会議員定数条例の一部を改正する条例の発議者は、議員定数調査特別委員会の委員長、その他

の委員が賛同者となることを確認した。

調査結果のまとめ（R5.3.20）04
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６ 委員会の開催状況と協議事項

議員定数調査特別委員会
作業部会での調査結果の報告を受け、委員会で協議決定（全２５回）

Cont'd

回次 開催日 協議事項

R3. 6.29(火) 1 正副委員長の互選

第 １ 回 R3. 7.12(月) 1 今後の進め方について

第 ２ 回 R3. 8.10(火) 1 議会・議員の将来像・ビジョン設定 2 専門家の意見聴取

3 アンケート調査・分析 4 他団体の調査・分析

5 調査検討の進め方 6 その他調査検討事項

第 ３ 回 R3. 9.14(火) 1 検討事項（その他調査項目検討事項）について

(1) 議会基本条例に定める議会・議員活動が十分に実施されているのか

(2) 定数 28 人の課題

2 小委員会について 3 専門家の意見聴取について 4 工程について

第 4 回 R3.10.19(火) 1 作業部会 A・B の進捗状況について

2 「議会基本条例に定める議会・議員活動が十分に実施されているのか」及び

「定数 28 人の課題」の正副委員長まとめについて

3 専門家の意見聴取について 4 令和４年度当初予算について

第 ５ 回

(協議会)

R3.11. 8(月) 1 議員定数調査特別委員会研修会の開催について

（協議会）研修テーマ「人口減少社会における議会のあり方について」

講師：関東学院大学 准教授 牧瀬 実 氏

第 6 回

(協議会)

R3.11. 8(月) 1 議員定数調査特別委員会研修会の開催について

（協議会）研修テーマ「人口減少社会における議会のあり方：議員定数と議会の活性化 」

講師：日本大学 准教授 林 紀行 氏

２ 専門家の意見聴取を受け今後の検討の進め方について

第 ７ 回 R3.12.14(火) 1 各種団体との意見交換会について 2 令和４年度予算について

第 ８ 回 R4. 3. 9(水) 1 令和４年度当初予算 議員定数調査業務の概要について

2 各種団体との意見交換会について

(1) 廿日市商工会議所青年部との意見交換会について

(2) 各種団体スケジュールについて

第 ９ 回 R4. 3.23(水) 1 令和４年度スケジュールについて

(1) 意見交換会活動及び市民アンケートについて

(2) 重回帰分析及び支援業務について

第 10 回 R4. 4.15(金) 1 作業部会の進捗状況について

(1) 意見交換会について (2) 重回帰分析及び支援業務について

第 11 回 R4. 5.10(火) 1 作業部会の進捗状況について

(1) 意見交換会について (2) 重回帰分析及び支援業務について

2 専門家によるアドバイスについて

第 12 回 R4. 6.14(火) 1 作業部会の進捗状況について

(1) 意見交換会について (2) 市民アンケート調査について

(2) 重回帰分析について

2 専門家によるアドバイスについて

3 中間報告について

第 13 回 R4. 7.12(火) 1 作業部会の進捗状況について

(1) 意見交換会について (2) 市民アンケート調査について

(2) 重回帰分析について

2 中間報告について

聴
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回次 開催日 協議事項

第 14 回 R4. 8. 2(火) 1 作業部会の進捗状況について

(1) 意見交換会について (2) 市民アンケート調査について

(3) 重回帰分析について

2 中間報告について

第 15 回 R4. 8.24(水) 1 中間報告について

(1) 議会運営委員会(8/10)における報告について

(2) 中間報告の最終読原稿について

2 作業部会の進捗状況について

(1) 市民アンケート調査について (2) 重回帰分析について

報 告 R4. 9. 6(火) ▷中間報告

調 査 R4.8.12-30 ▶市民アンケート調査実施 対象：市民 2500 人

第 16 回 R4.10.11(火) 1 議会運営委員会からの意見について

2 作業部会の進捗状況について

(1) 市民アンケート調査について（結果速報/今後の進め方）

(2) 重回帰分析について（報告書）

3 今後の検討スケジュールについて

第 17 回

(協議会)

R4.11. 7(月) 1 作業部会の進捗状況について

(1) 市民アンケート調査の中間報告について

(2) 検討シート（素案）について

(3) 重回帰分析について

2 議会報告会について

（協議会）市民アンケート調査の中間報告について 報告者：業務受託者㈱成研

報告会 R4.11.19(土) ＜議会報告会 ～議員定数調査特別委員会 中間報告～＞ 市内６会場

第 18 回 R4.11.24(木) 1 議会報告会について

2 議員の研修会及びアンケートの実施について

第 19 回

(協議会)

R4.12.13(火) 1 作業部会の進捗状況について

（協議会）議員研修会

・市民アンケート調査結果及び重回帰分析結果について

・専門家による助言 講師：日本大学 教授 林 紀行 氏

調 査 R4.12.13-28 ●議員アンケート調査実施 対象：全議員

第 20 回 R5. 1.10(火) 1 作業部会の最終報告について

(1) 市民アンケート調査について (2) 重回帰分析について

2 議会報告会での市民の意見等について

3 議員アンケート調査の結果について

4 多様で充実した審議ができる数の検討について

第 21 回 R5. 2. 6(月) 1 定数決定までのスケジュールについて

2 多様で充実した審議ができる数の検討について －方向性の協議－

3 活動原則実践シートについて

第 22 回 R5. 2.20(月) 1 多様で充実した審議ができる数の検討について －方向性の決定－

2 活動原則実践シートについて

第 23 回 R5. 3. 9(木 ) 1 多様で充実した審議ができる数の検討について －人数と理由の協議－

2 活動原則実践シートについて

3 最終報告について

第 24 回 R5. 3.20(月) 1 多様で充実した審議ができる数の検討について －定数の最終決定－

2 最終報告について

第 25 回 R5. 4.26(水) 1 最終報告について

2 議会議員定数条例の一部を改正する条例案について

報 告 R5.6.８(木) ＜6月定例会 最終報告＞
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７ 作業部会の調査研究内容

● 作業部会の調査項目と担当委員

各種団体との意見交換
市民の多様な意見を聴くため、各種団体との意見交換会を実施

|| 実施期間 || 令和４年４月５日（火）～令和４年７月１９日（火）

|| 開催回数 || 全１８回（１８団体）

|| 参加者数 || 延べ２０４名 || 出席委員 || 延べ ７２名

区分 調査項目 担当委員 ◎部長

総 括 徳原 光治（委員長）

作業部会Ａ

広く市民の意見を把握できる手法での

市民意見の調査・分析に関すること

（アンケート調査に限定しない）

◎吉屋 智晴

坂本 和博

山口 三成

栗栖 俊泰

作業部会Ｂ 他団体の調査・分析に関すること

◎梅田 洋一（後任）

◎荻村 文規（R4.9.14 辞職）

隅田 仁美（副委員長）

中島 康二

岡本 敏博

開催日 相手方 参加者数 出席委員（議席順）

第１回 4月 5日(火) 廿日市商工会議所青年部 ２３名 坂本、吉屋、山口、徳原、栗栖

第２回 4月19日(火) 廿日市市社会福祉協議会 ９名 坂本、吉屋、山口、徳原、栗栖

第３回 4月21日(木) 佐伯中央農業協同組合 ６名 坂本、吉屋、山口、中島、徳原

第４回 5月 6日(金) 大野万年青会連合会 ６名 隅田、山口、中島、荻村

第５回 5月 7日(土) 廿日市市ＰＴＡ連合会 ６名 坂本、吉屋、山口

第６回 5月10日(火) 大野区長連合会 １１名 梅田、山口、中島、徳原

第７回 5月24日(火) 廿日市市町内会連合会 １２名 梅田、吉屋、山口、徳原、岡本

第８回 6月 3日(金) 私立保育園園長会 ９名 隅田、徳原、栗栖、岡本

第９回 6月14日(火) 廿日市市女性会連合会 ５名 坂本、梅田、吉屋、隅田

第10回 6月16日(木) 廿日市市文化協会 ６名 吉屋、隅田、山口

第11回 6月17日(金) 廿日市市保護司会 ６名 吉屋、山口、中島、徳原

第12回 6月22日(水) はつかいち観光協会 ２０名 坂本、梅田、吉屋、徳原

第13回 6月22日(水) 廿日市市五師士会 ６名 吉屋、中島、徳原

第14回 6月24日(金) 広島県立廿日市西高等学校生徒会 １９名 梅田、吉屋、隅田、徳原

第15回 6月29日(水) 日本赤十字広島看護大学学生 ８名 梅田、吉屋、山口、岡本

第16回 7月 1日(金) 廿日市市水産振興協議会 １０名 吉屋、徳原

第17回 7月12日(火) 廿日市市老人クラブ連合会 １８名 吉屋、隅田、徳原、岡本

第18回 7月19日(火) 廿日市市公衆衛生推進協議会 ２４名 坂本、吉屋、隅田、中島、徳原

聴
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～意見交換会の様子～

R4.5.10 大野区長連合会 R4.6.14 廿日市市女性会連合会 R4.7.1 廿日市市水産振興協議会

～新聞報道など～

R4.6.28 付 中国新聞

令和４年６月号 商工はつかいち（廿日市商工会議所）

＜意見交換会での主な意見＞

ü 議会は遠い存在である。議会に誰がいるのか知らない。 ▷もっと市民との接点をつくってほしい。

ü 議会や議員の活動実態が見えない。 ▷議会の見える化、分かりやすい議会を。

ü 活動を知るきっかけがない。 ▷SNS など媒体を増やして情報発信してほしい。

ü 議会広報さくらは、気になる話題は見る。内容が残らない。 ▷興味を持ってもらう情報提供を。

ü 議員の活動が自分たちの生活にど関わってくるか見えない。 ▷成果が見える仕組みづくりを。

ü 自分たちの意見が反映されるとは思えない。 ▷団体等の意見を聞く機会を設けてほしい。

ü 若い人は関心がない。 ▷若い世代に話を聞きに行っているのか。子どもたちへの教育が大事。

ü どこに意見を言ったら良いのか分からない。 ▷在住地域にとらわれない市全体を俯瞰した活動を。

ü 政策提案ができていない。 ▷専門性を備えるべき。

ü 議員定数は聞かれても分からない。人数の増減は関係なく、きちんと活動してくれたら良い。

ü なぜ前回２名削減したのか、減らしてどうだったのかをしっかり説明してほしい。

ü 何をするために、何人いるという議論をすべきである。
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市民アンケート調査
市民の多様な意見を聴き議会の課題等を洗い出すため、市民 2,500 人を対象にアンケートを実施

|| 調査期間 || 令和４年 9 月 12 日（金）～令和４年 9 月 30 日（金）

|| 調査対象 || 18 歳以上の市民の方 2,500 人（8 月 29 現在・無作為抽出）

|| 回収件数 || 822 件 （郵送 649 件・ウェブ 173 件）

|| 回 収 率 || 32.9％

「市民アンケート調査票」と「議会の概要（資料）」を送付 R4.9.10 日付 中国新聞

開催日 主な協議事項

作業部会 A 5月 20日(木) ・アンケートの調査時期、調査件数、調査方法等について

▶第 12 回特別委員会（R4.6.14）で報告

作業部会 A 7月 5日(火) ・各種団体との意見交換会の意見を踏まえ、設問内容について

▶第 13 回特別委員会（R4.7.12）で報告

作業部会 A 7月 25日(月) ・専門家の助言を踏まえた設問内容の再検討について

▶第 14 回特別委員会（R4.8.2）で報告・設問内容確定

▷議会運営委員会（R4.8.10）でアンケートの実施説明・承認

作業部会 A 9月 ６日(月) ・市民アンケート結果を踏まえた今後の検討の進め方について

▶第 16 回特別委員会（R4.10.11）で報告

作業部会 A 10 月 24 日(月) ・専門家の助言を踏まえた議会活動実践検討シートの内容について

▶第 16 回特別委員会（R4.11.7）で報告

中間報告 11 月 7 日(月) ・市民アンケートの中間報告について（委員会・協議会）

最終報告 12月 13日(月) ・市民アンケートの最終報告について（委員会・協議会（研修会））

調

市民アンケート調査実施（R4.9.12～30）
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＜市民アンケート調査の概要＞

●回答者の属性

・回答者の性別は、男性が 43.1％、女性が 54.9％となっている。

・回答者の年代は、70 代(21.2％)が最も多く、以下、60 代（17.4％）、50 代（14.0％）と続いて

いる。20 代以下の構成比が低いが、それ以外の年代については、バランスよくサンプルが確保で

きている。

・回答者の居住地は、人口に比例して、廿日市地域（59.0％）が最も多く、大野地域（23.0）と続

いている。

Q1 性別 Q2 年代 Q3 居住地域

Q1 性別 「男性」は、紙（40.7％）よりも Web（52.0％）の割合が高い。

Q2 年代 「50 代以下」は、紙（37.8％）よりも Web（84.5％）の割合が高い。

Q3 年代 「廿日市地域」は、紙（57.6％）よりも Web（64.2％）の割合が高い。

回収方法別（紙＆Web）
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●調査結果

「あまりそう思わない（48.5％）」と「全くそう思わない（34.1％）」を合わせると 8 割台（82.6％）

が議会や議員を身近に感じていない。

意見を聞いてもらえる議員は、０人（73.1％）が最も多く７割台を占めている。

議会や議員が情報を届けるために改善してほしいと思うことについては、議会広報さくら

（30.5％）が最も多く、以下、マスコミの活用（26.5％）、議員と市民との接触頻度（19.7%）と

続いている。

Q4 あなたは、議会や議員を身近に感じていますか？（○は１つ）

Q5 あなたの意見を聞いてもらえる議員が何人いますか？（○は１つ）

Q６ 議会や議員が、あなたに情報を届けるために改善してほしいと思うものを、次の中か
ら選んでください。（○は３つまで）
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「非常にそう思う（18.7％）」と「ややそう思う（49.0％）」を合わせると６割台（67.7％）が意

見や声を議会に反映してほしいと思っている。

意見交換の方法としては、「あなたの自宅近くでの開催（29.7％）」が最も多く、以下、「自治会や

所属団体ごとの開催（28.5％）」、「リモート方式での開催（19.0％）と続いている。

「非常にそう思う（13.9％）」と「ややそう思う（52.2）」を合わせた６割台（66.1％）が意見交

換会への参加意向を示している。

Q７ あなたの意見や声を議会に反映してほしいと思いますか？（○は１つ）

Q８ あなたの声を反映させるために議会と意見交換会をするとしたら、どのような方法が
良いですか？（○はいくつでも）

Q９ 問８で回答した方法で意見交換会をする場合、あなたは参加したいと思いますか？
（○は１つ）
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議会や議員に意見や要望を「伝えたことがない（71.89％）」が７割台を占めている。

議会や議員に意見や要望を伝えたことがない理由についえは、「伝え方がわからない（30.7％）」

が最も多く、「伝えるという発想がない（21.9％）」がそれに次いでいる。

議会や議員に意見や要望を伝えるには、「議員に個別に相談（23.2％）」が最も多く、以下、「意見

交換会（21.0％）」、「議会ホームページへの投稿（14.8％）」と続いている。

Q10 あなたは、議会や議員に意見や要望を伝えたことがありますか？（○は１つ）

Q11 問 10 で「伝えたことがない」と回答した人は、その理由は何ですか？（○は１つ）

Q12 あなたは、議会や議員に意見や要望を伝えるには、どのような機会や方法が良いと思
いますか？（○は３つまで）
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議員に求めるものについては、「地域のことを考えた取り組み（62.5％）」が最も多く、以下、「行

動力（46.1％）」、「市全体のことを考えた取り組み（41.7％）」と続いている。

議会はどのような改革に取り組むべきかについては、「行政運営のチェック機能（37.1％）」が最

も多く、以下、「市民との意見交換会や意向調査（32.4％）」、「議員定数（29.1％）」と続いてい

る。

Q13 あなたが議員に求めるものは何ですか？（○は３つまで）

Q14 あなたは、議会はどの様な改革に取り組むべきだと思いますか？（○は３つ
まで）



- 30 -

●市民アンケート調査結果の総括

①適切なサンプルを確保

回答方法の選択しとして、インターネットによる方法を取り入れたことで、各年代でバランス

良くサンプルを確保することが出来ている。

②約８割が議会や議員を身近に感じていないと回答（Q4 関係）

多くの市民が、議会や議員が身近な存在になっていないことが伺える。また、その傾向は、年

代が下がるほど強くなっている。

③約７割が意見を聞いてもらえる議員がいないと回答（Q５関係）

②と合わせて考えれば、議員と市民との接点を増やし、議会や議員を身近に感じていただける

取組に注力することが必要と思われる。

④約３割が「議会広報さくら」の改善を希望（Q６関係）

具体的な改善方法としては、もっと親しみのあるものにといった意見がその他としてあがって

いる。

⑤約７割弱が自分の意見や声を議会に反映してほしいと回答（Q７関係）

議会や議員が身近な存在ではなく（②）、意見を聞いてもらえる議員がいない（③）と回答する

人が多い一方で、約７割弱が自分の意見や声を議会に反映してほしいと思っている。年代別で

は、30 代～60 代のニーズが高く、こうした層の意見を把握し、議会に反映させる仕組みが求

められている。

⑥属性に応じた配慮が必要（Q８、Q12 関係）

議会との意見交換方法や意見や要望を伝える方法については、属性による差異がある。

⑦議員に求めるものは地域のことを考えた取り組み（Q13 関係）

20 代以上では、「市全体のことを考えた取り組み」よりも「地域のことを考えた取り組み」の

割合が高い。

⑧「議員定数」は改革希望項目の第３位（Q14 関係）

市民は、「議員定数」よりも「行政運営のチェック機能」と「市民との意見交換」の改革を求め

ている。

⑨インターネットによる回答者の８割以上が現役世代（Q８、Q12 関係）

インターネット回答者は、意見交換会のリモート方式での開催や議会 SNS の活用希望が、紙回

当者よりも高く、議会や議員に対して、IT を活用した情報発信、情報収集、人的交流を望んで

いる。

⑩自由回答は「議員との接点」、「意見の反映」、「意見交換」に関する意見が多い（Q15 関係）

議員との接点がない、議員がどのような活動をしているかわからないなどの意見が複数ある。

⑪議員定数に関する自由意見（Q15 関係）

議員定数に係る意見（20 件）のうち、削減要望は 13 件、現状維持は 2 件、残りの 5 件は議員

定数の増減には直接言及していない。なお、減らすべきとしている意見の中には、一方で、自

分の地域から議員がいなくなると意見が届きにくくなるので心配といったものもあった。
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重回帰分析
類似市を選定し、議員定数に影響を与えている要因の調査・分析により議員定数を推計

|| 調査期間 || 令和４年 5 月 18 日（水）～令和４年 8 月 24 日（火）

|| 調査回数 || 全５回 ※専門家による分析支援を受けた回数

|| 分析方法 || 統計解析ソフトウェア（SPSS）を利用して４つのモデル式を作成し、

議員定数の推計値を導出

●調査手順

①類似市を選定

人口、将来推計人口を基に複数の類似団体の集団を選定

②目的変数（議員定数）の整理

全国市議会議長会調べによる令和３年 12 月 31 日現在の値に整理

③説明変数（要因項目）を選定

議員定数との相関性がある項目をバランスよく整理した説明変数候補を選定

④モデル式を作成

開催日 主な協議事項

第１回 5月18日(火) ・分析方法・スケジュールについて

▶第 12 回特別委員会（R4.6.14）で報告

第２回 6月 6日(火) ・重回帰分析の基本について学び、説明変数について

▶第 12 回特別委員会（R4.6.14）で報告

第３回 7月12日(火) ・平成 27 年調査時のデータを活用しての分析結果について

・前回の協議結果を基に説明変数候補を追加した分析結果について

▶第 13 回特別委員会（R4.7.12）で報告

第４回 8月 2日(火) ・再分析の結果について

▶第 14 回特別委員会（R4.８.2）で報告

第５回 8月24日(火) ・データの再々検討について

▶第 15 回特別委員会（R4.８.24）で報告

比

影響を受ける数値
議員定数【目的変数】 影響を与える数値

【説明変数】

議員報酬

事業所数

就業者数

耕地面積

その他要因

非影響

類似市 廿日市市 影響 議員割人口

可住地面積人口密度

≒ 職員数

高等学校数

その他変数ｘ

※重回帰分析・・・目的変数（結果を示す数値）と説明変数（要因になる数値）の
関係を明らかにする統計手法
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●４つのモデル式

廿日市市の人口 114,173 人（令和 2 年度国勢調査）と将来推計人口（※）の増減率がマイナス

８％であることを踏まえて、類似団体を４パターン設定し、モデル式及び推計値を導出した。

４つのモデル式は、いずれも説明変数の当てはまりが良く有用なモデル式となっているが、各説

明変数が目的変数に与える影響度を見ると、ケース３が比較的バランスの取れたモデル式であると

いえる。

※ 国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による将来人口推計（2020－2045 年推計）

【ケース１】

（計算書）

【ケース２】

（計算書）

選定類似団体 ○人口 9.5 万人以上 12.5 万人未満の団体 (73 団体)

モ デ ル 式 議員定数＝－0.00358×議員割人口＋0.00035×可住地面積人口密度＋

0.00630×普通職員数(一般行政)＋0.08960×小学校数＋0.23478×

高等学校数＋33.39541

推 計 値 ２６．７９人

選定類似団体 ①人口 9.5 万人以上 13 万人未満の団体 かつ

②将来人口推計の増減率が－40%未満の団体 （79 団体）

モ デ ル 式 議員定数＝－0.00327×議員割人口＋0.14520×過去５年間の人口増減率＋

0.00031×可住地面積人口密度＋0.00685×普通職員数(一般行政)＋

0.08837×小学校数＋0.39550×高等学校数+31.34122

推 計 値 ２７．０５人

変数名 ①係数 ②値（廿日市市） ①×②

議員割人口 R2国調 -0.003578728280650740 4,078 -14.594053928493700000 
可住地面積人口密度（人）2015年 0.000348582618334265 1,632 0.568886833121521000 
普通職員数（一般行政） 2021年 0.006297276955047650 750 4.722957716285740000 
小学校数 2021年 0.089597969274019100 17 1.523165477658320000 
高等学校数 2021年 0.234783279245623000 5 1.173916396228110000 
(切片) 33.395413639855000000 - 33.395413639855000000 

推計値 26.790286134654900000 
26.79人

変数名 ①係数 ②値（廿日市市） ①×②

議員割人口 R2国調 -0.003266352375025170 4,078 -13.320184985352600000 
過去5年間の人口増減率2015年-2020年 0.145195413703514000 -0.64 -0.092925064770248900 
可住地面積人口密度（人）2015年 0.000312326092324917 1,632 0.509716182674265000 
普通職員数（一般行政） 2021年 0.006847999138403320 750 5.135999353802490000 
小学校数 2021年 0.088372048742769700 17 1.502324828627080000 
高等学校数 2021年 0.395499370141795000 5 1.977496850708970000 
(切片) 31.341224810936800000 - 31.341224810936800000 

推計値 27.053651976626800000 
27.05人
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【ケース３】

（計算書）

【ケース４】

（計算書）

選定類似団体 ①人口 8 万人以上 14 万人未満の団体 かつ

②将来人口推計の増減率が－18％～＋２％未満の団体 （65 団体）

モ デ ル 式 議員定数＝－0.00217×議員割人口＋0.00021×可住地面積人口密度＋

0.01262 × 総 職 員 数 ( 普 通 会 計 ) ＋ 0.37700 × 高 等 学 校 数 －

43.11398×職員人件費率＋27.54521

推 計 値 ２７．４３人

選定類似団体 ①廿日市市の人口 114,173 人を中心として±50 団体 かつ

②将来人口推計の増減率が－25%未満の団体 （75 団体）

モ デ ル 式 議員定数＝－0.00234×議員割人口＋0.00021×可住地面積人口密度＋

0.02346×可住面積比率＋0.01578×一般管理職員数 ＋0.00552×

総職員数(普通会計)+23.88016

推 計 値 ２７．４３人

変数名 ①係数 ②値（廿日市市） ①×②

議員割人口 R2国調 -0.002170861991023020 4,078 -8.852775199391880000 
可住地面積人口密度（人）2015年 0.000209855961622987 1,632 0.342484929368715000 
総職員数（普通会計） 2021年 0.012621561599959100 1,008 12.722534092758800000 
高等学校数 2021年 0.377001326728787000 5 1.885006633643940000 
職員人件費率 2020年度 -43.113976372535000000 0.144 -6.208412597645040000 
(切片) 27.545209415981300000 - 27.545209415981300000 

推計値 27.434047274715800000 
27.43人

変数名 ①係数 ②値（廿日市市） ①×②

議員割人口 R2国調 -0.002344715301367670 4078 -9.561748998977340000 
可住地面積人口密度（人）2015年 0.000211389188216558 1632 0.344987155169423000 
可住地面積比率（%） 2021年 0.023459200385116600 14.41 0.338047077549530000 
一般管理職員数 2021年 0.015776460995615800 435 6.862760533092860000 
総職員数（普通会計） 2021年 0.005520472333184920 1008 5.564636111850400000 
(切片) 23.880162182332300000 - 23.880162182332300000 

推計値 27.428844061017200000 
27.43人
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専門家による助言
専門家から全５回の助言を受けた。

|| 助言期間 || 令和４年５月 20 日（金）～令和４年 12 月 13 日（火）

|| 助 言 者 || 日本大学法学部公共政策学科 教授 林 紀行 氏

●主な内容

・議員定数を考える前に、議会は住民福祉の向上のためにあること、そして、目指す議会像をも

う１度再確認すべきである。

・議会の重要な機能は、委員会での採決と政策立案である。何人であれば、合理性があり、住民

の意見が反映された採決結果や政策立案となるのかを考える必要がある。また、これらをきち

んと市民に説明ができることが大事である。

・議会の特徴は多様性である。その多様性のある議員が、さらに各種団体の意見を吸い上げてく

ることができるのが議会の強みである。

・まず議会活動を改善し、改善した結果を市民と共有し、そのうえで議員定数何人にすべきかと

いう議論が合理的なのではないか。

・廿日市市議会が目指すべき理想のモデル像をつくり、議員報酬、議会の権限、議会改革、委員

会の活動等を総合判断したうえで、議員定数を導き出すべきである。

開催日 主な助言事項

第１回 5 月 20 日(金) ・市民アンケート調査（前回 H27）について

・重回帰分析（前回 H27）について

・議員定数の考え方について

第２回 7 月 14 日(木) ・市民アンケートの目的について

・各設問と回答の選択肢について

第３回 ９月 28 日(水) ・市民アンケートの目的について

・市民アンケートの信頼性（標本誤差）について

・各設問と回答から見る分析方法

第４回 11 月 24 日(木) ・市民アンケートの調査結果から

第５回

(研修会)

1２月 13 日(火) ・結論

・廿日市市議会基本条例の内容

・市民アンケートの目的

・おわりに

助
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８ まとめ

市議会は、執行機関と対等な関係で、相互に緊張関係を保持しながら協力して自治体運営に当

たる責任がある。このたびの調査において、我々は、多様な民意を反映させ、政策立案や監視機

能を効果的に発揮することが重要であると改めて認識した。

今回、本特別委員会では、本市の将来を見据えた適正な議員定数は 27 人（現行から 1 人削減）

とする調査結果としたが、議員定数の削減によって、議会力の低下を招くことがあってはならな

いと考えている。

そのため、各種団体との意見交換や市民アンケート調査による市民の声や意見を真摯に受け止

め、今後、議会改革を確実に具現化するための仕組みの構築をより一層進めていくとともに、多

様な人材が参画できる環境を整備することで、市民が求める議会活動に取り組む決意を新たにし

たところである。

今後も引き続き、議員一人ひとりが資質の向上に努めるとともに、地域民主主義の確立のため、

廿日市市議会が一体となって、議会改革をより一層推進することによって、市民からより信頼さ

れる議会を目指していくこととし、本調査のまとめとする。


